
 

令和７年度 第１回加東市空家等対策審議会次第 

 

            日時：令和７年７月２日（水）午前１０時～ 

            場所：加東市役所庁舎３階 ３０１会議室 

 

 

 

１ 開  会 

 

 

 ２ 委員紹介 

 

 

３ 会長・副会長選出 

 

 

４ 協議事項 

 (1) 空 家 に 関 す る 事 業 に つ い て ・・・資料１ 

 (2) 令 和 ６ 年 度 活 動 実 績 に つ い て ・・・資料２ 

 (3) 特定空家等に対する対応状況について・・・資料３ 

 (4) その他 

 

 

５ 閉  会 

 

 

 

 

 

 



１．空家に関する事業について 

（１）空き家活用支援事業補助金 

【概要】 

空家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用する者等への支援を通じて、空家への解

消に向けた住宅ストックの有効活用や地域の活性化を促進することを目的とし、必要な改修

工事費用の一部を補助する。 

【対象区域】 

県補助：市街化区域（旧滝野町を除く。）以外の区域 

市補助：上記以外の区域（市街化区域） 

【条件】 

・空家期間が６ヶ月以上であるもの、もしくは空家バンクに登録されているもの 

・築２０年以上経過したもの 

・台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが１０年以上更新されていないもの 

・耐震性能があるもの 

・「土砂災害特別警戒区域」「災害危険区域」等に位置していないもの 

・補助事業完了後、１０年以上活用すること 

【補助額】 

・補助タイプ及び事業費による（４０万円～３５０万円） 

 

（２）空家バンク制度 

【概要】 

 当市における空家ストックを有効活用し、移住もしくは定住の促進又は地域の活性化を図

るため、空家等の賃貸又は売買を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、空家等の利

用を希望する者に対し、情報を提供する制度 

 

（３）空家家財処分支援事業補助金 

【概要】 

 空家バンクへの登録を促進することで空家等の有効活用を図り、もって地域の活性化に寄

与するため、空家等の家財処分等に要する費用の一部を補助する。 

【条件】 

・空家バンクに登録された日から１年以上登録を継続する見込みであること 

【補助対象経費】 

・空家等の家財の処分に係る費用 

・空家等又はその敷地内の清掃に係る費用 

・空家等の敷地内の樹木伐採、草刈等の環境整備に係る費用 



【補助額】 

・補助対象経費の１／２（上限１０万円） 

 

（４）空家除却支援事業補助金（老朽空家・老朽危険空家） 

【概要】 

老朽（危険）空家の除却を推進し、地域の安全と安心の確保並びに住環境の維持及び向上

を図ることを目的に、老朽（危険）空家の除却に要する費用の一部を補助する。 

【定義・条件】 

①老朽空家 

市内に存し１年以上使用されていない居住用の建物をいう 

 補助対象老朽空家は、次のいずれかに該当する空家とする 

・昭和５６年５月以前に建てられた木造住宅であり、空家不良度測定基準の評点が１００

点未満である空家 

・不良度測定基準の評点が１００点以上であって、老朽化により周囲に危害を及ぼすおそ

れがない空家 

②老朽危険空家 

市内に存し１年以上使用されていない居住用の建物で、老朽化により周囲に危害を及ぼす

おそれがあるものをいう 

補助対象老朽危険空家は、次のいずれにも該当する空き家とする 

・空家不良度測定基準の評点が１００点以上である空家 

・空家等対策の推進に関する特別措置法第２２条第１項及び加東市空家等の適切な管理に

関する条例に規定する助言又は指導を受けている特定空家等 

・国土交通省の空き家再生等推進事業及び兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の要件を

満たす空家 

《参考》 

・空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項 

 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれがある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

・空家等対策の推進に関する特別措置法第２２条第１項 

 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木

竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（略）をとるよう助言又は

指導をすることができる。 

 



・加東市空家等の適切な管理に関する条例 

 市長は、法第２２条第１項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家

等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措

置（略）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

【補助額】 

老朽空家：補助対象経費の１／６（上限３３万３千円） 

老朽危険空家：補助対象経費の２／３（上限１３３万２千円） 

 

（５）固定資産税等相当額補助金 

【概要】 

 管理不全な空家等を除却することを促進し、もって地域の安全と安心の確保並びに住環境

の維持及び向上を図ることを目的に、市内の老朽危険空家又は老朽空家を所有者等が除却し

た場合に、土地の固定資産税等相当額を補助する。 

【条件】 

・老朽危険空家等除却補助金を申請した年度の固定資産税及び都市計画税において、地方税

法第３４９条の３の２の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例及び同法

第７０２条の３の規定による住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例の適用を受け

ている土地又は受けることになる土地であること。 

・所有権以外の権利が設定されていない土地であること。 

【補助額】 

 申請年度における空家除却前に住宅用地特例が適用されていた場合の賦課相当額と空家除

却後に住宅用地特例が適用されない場合の賦課相当額の差額に５を乗じて得た額（５年分を

一括補助） 

《イメージ図》 

〇固定資産税等（土地）の額 

解体前 

 

解体後 

 住宅用地特例 軽減分(1/6 又は 1/3) 

  

 住宅用地特例解除による増額分 

 

  

補助対象部分 

 

 



２．令和６年度活動実績について

（１）空き家活用支援事業の状況

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R6補助額(円)

市補助 0 1 1 1 0 0 0 1 650,000

0 1 0 0 0 0 0 1 650,000

0 0 1 1 0 0 0 0 0
県補助 1 0 0 1 1 3 2 1 2 3 1 1

1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1

2 1 0 0

1 0 0 1 1 4 3 2 2 3 1 2 650,000

（２）空家バンク登録状況

（３）空家家財処分支援事業補助金利用状況

（４）空家除却補助金利用状況

（５）固定資産税等相当額補助金利用状況

件数

区 分

28

59件数

物件登録

R6.3末区 分

※ 県補助については、県から申請者への直接補助である。

7

29

R6中

9

一般世帯・事業所

若年・子育て世帯

件数

（単位：件）

利用登録

74

26

13

件数 126

39

87

106

32

20

7

R7.3末

68

32

滝野地域

老朽危険空家

2

区分 R4

1
契約成立

件数 6

3

東条地域

13

32

1

16

3

13

2

11

R6補助額(円)R5 R6

1,332,0001

R6

1

社地域

4

1

425

6

市　内

市　外

一般世帯・事業所

若年・子育て世帯

UJIﾀｰﾝﾀｲﾌﾟ事業所

社地域

滝野地域

東条地域

計

1,959,000

3,291,000

件数 6

R6 R6補助額(円)

243,600

7

8

老朽空家

計

5

6

11

12

R6補助額(円)

件数 2 200,000

R4

0

R5

2



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ バンク 別荘 管理 居住 利用 更地 計

Ａ 63 1 1 2 3 70

Ｂ 51 3 54

Ｃ 1 3 51 1 2 1 59

Ｄ 1 22 1 24

バンク 2 41 2 2 1 3 51

別荘 241 2 1 2 3 249

管理 9 3 2 215 7 5 1 242

居住 0

利用 0

更地 0

新規 4 17 42 9 50 34 2 158

計 69 81 98 35 41 291 260 10 9 13 907

R6年度
R5年度

令和5年度末 減 増 令和6年度末

Ａ（危険） 70 -7 6 69

Ｂ（注意・経過観察） 54 -3 30 81

Ｃ（軽微な修繕） 59 -7 46 98

Ｄ（雑木林化） 24 -2 13 35

空家バンク促進 51 -10 0 41

別荘 249 -8 50 291

507 -37 145 615

管理されている空家 242 -27 45 260

749 -64 190 875

居住 0 0 10 10

利用 0 0 9 9

更地 0 0 13 13

計 749 -64 213 907

空家対策の対象とする空家

空家計

空 　家 615

管   理 260

居 　住 10

利   用 9

更   地 13

計 907

（６）空家の状況（令和6年度末） 

■パトロール件数      ■パトロール結果内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■増減内訳 


